
植物防疫所業務監査実施要領

沿革

平成 20 年 11 月 21 日 20 消安第 8616 号 消費・安全局長通知

平成 22 年 7 月 8 日 22 消安第 3372 号 一部改正

（趣旨）

第１ 植物防疫所の業務の監査（以下単に「監査」という。）は、この要領の定めるとこ

ろにより行うものとする。

（監査の目的）

第２ 監査は、植物防疫所の実施する業務が関係法令、通知等に基づき適切に実施されて

いるかを点検するとともに、業務運営を総合的に検証し、必要に応じて改善を行うこ

とにより、その適正化に資することを目的とする。

（監査運営会議）

第３ 消費・安全局長（以下「局長」という。）は、監査業務の円滑な運営を図るため、

監査運営会議を開催するものとする。

２ 監査運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。

（１）局長

（２）植物防疫課長

（３）植物防疫課検疫対策室長

（４）植物防疫課国際検疫調整官

（５）植物防疫課検疫対策室検疫業務班担当課長補佐

（６）横浜植物防疫所、名古屋植物防疫所、神戸植物防疫所、門司植物防疫所及び那覇

植物防疫事務所（以下「植物防疫所」という。）の所長（以下「植物防疫所長」と

いう。）

（７）横浜植物防疫所及び神戸植物防疫所の業務部長

（８）横浜植物防疫所の業務管理官

（９）その他局長が必要と認める者

３ 監査運営会議は、次に掲げる事項を定める。

（１）次の会計年度の監査に関する基本方針（以下「基本方針」という。）

（２）当該年度に実施された監査の実施状況及び結果についての評価

（３）その他監査の運営に関し必要な事項

４ 監査運営会議の庶務は、植物防疫課が行う。

（監査の基本方針）

第４ 基本方針には、次に掲げる事項を定める。

（１）次年度に行う監査の主題

（２）監査の対象となる業務に関する事項

（３）その他監査実施において特に注意すべき事項



（監査の実施者）

第５ 監査は植物防疫所長が監督して行う。

２ 植物防疫所長は、植物防疫所の次席以上の職員であって、植物防疫所の業務に１０

年以上従事した経験を有する者の中から監査実施者を指定し、監査を実施させる。

３ 監査実施者は、監査の対象となる期間中に所属していた監査対象機関の監査または

出張等により担当した業務についての監査を行うことはできないものとする。

４ 植物防疫所長は、監査実施に伴う連絡調整や監査報告書の作成等の事務を総括させ

るため、監査実施者の中から監査主任者を指定する。

（監査実施者の権限）

第６ 監査実施者は、監査に必要な書類を閲覧し、関係者に対し、書類の提出、事実の説

明及びその他監査に必要な協力を求めることができる。

（監査の種類）

第７ 監査は、定期監査及び臨時監査とする。

２ 定期監査は、本所内の部又は担当及び管下の支所及び出張所（以下「監査対象機関」

という。）において行われる業務について、年間計画に基づき、年１回以上実施する。

（１）植物防疫所長は、基本方針に即して、毎会計年度当初に監査実施計画書（別記様

式１）により監査の年間計画を定めるものとする。

（２）植物防疫所長は、年間計画を定めたときは、遅滞なく、植物防疫課長を通じて局

長に報告するとともに、監査対象機関の長に通知するものとする。

３ 臨時監査は、緊急に監査を行う必要がある事項について、局長の指示により行う。

（監査の方法）

第８ 監査は、書類監査及び実地監査により行う。

２ 書類監査は、検査台帳、検査申請書、検査記録及びその他必要に応じ監査対象機関

から提出させた書類等により行う。

３ 実地監査は、監査対象機関に赴き、業務の実行状況を調査し、関係書類と突合し、

かつ必要に応じ関係者から事情を聴取して行う。

４ 第１項から前項までの規定によるほか、横浜植物防疫所長は、植物防疫所の監査を

斉一かつ円滑に実施するため、監査の方法について必要な事項を定めるものとする。

（監査実績の説明）

第９ 監査実施者は、監査を行ったときは、当該監査対象機関の職員に対し監査で得られ

た内容について説明し、事実関係の確認を行うものとする。

２ 監査実施者は、監査主任者と監査で得られた内容について協議を行うものとする。

３ 監査主任者は前項の協議の結果、改善を要する事項（以下「改善事項」という。）

が確認された場合は、当該監査対象機関の職員に対して改善事項について説明すると

ともに、当該改善事項に対する意見を聴取するものとする。

（監査結果のとりまとめ）

第１０ 監査実施者は、監査を終えたときは、遅滞なく監査結果をとりまとめ、監査主任

者に提出するものとする。また、監査主任者は、監査実施者から提出された監査結果

をとりまとめ、植物防疫所長に提出するものとする。

（監査に基づく措置）

第１１ 植物防疫所長は、第１０の規定による監査結果の内容を検討した結果、改善事項



について、当該監査に係る監査対象機関の長に対し、措置指示書（別記様式２）によ

り必要な措置を講ずるよう指示するものとする。

２ 植物防疫所長は、前項の規定により、必要な措置を講ずるよう指示を行ったときは、

遅滞なくその旨を植物防疫課長を通じて局長へ報告するものとする。

（監査結果に対する措置報告）

第１２ 第１１第１項の規定による指示を受けた監査対象機関の長は、当該指示に基づき

必要な措置を講じ、指示において指定された期日までに、植物防疫所長に措置結果報

告書（別記様式３）を提出しなければならない。

（措置状況の確認）

第１３ 植物防疫所長は、措置結果報告書に基づき、原則として監査主任者に第１２の措

置の結果を確認させるものとする。

２ 植物防疫所長は、前項の規定による確認の結果、第１１第１項の指示に係る必要な

措置がなされていない場合又は引き続き当該措置を継続する必要があると認められる

場合は、改めて措置を講ずるよう指示するものとする。

３ 第１項の確認は、指示に基づく措置が完了するまで繰り返し行うものとする。

この場合において、措置の完了を確認した監査主任者は、その結果について遅滞な

く措置確認報告書（別記様式４）を作成し、植物防疫所長に報告するものとする。

４ 前項の規定により措置確認報告書の提出を受けた植物防疫所長は、これを植物防疫

課長を通じて局長へ報告するものとする。

（監査の報告）

第１４ 植物防疫所長は、毎年１２月末日までに、当該年度の定期監査の監査報告書（別

記様式５）を植物防疫課長を通じて局長に報告するとともに、当該報告書の全部又は

一部の写しを監査対象機関の長に送付するものとする。

２ 臨時監査を実施した場合の報告にあっては、前項の規定にかかわらず、監査が終了

次第遅滞なく報告するものとする。

（監査の実施状況の調査）

第１５ 植物防疫課長は、必要に応じて植物防疫課員に監査の実施状況を調査させること

ができる。調査を行った課員は植物防疫課長にその結果を報告する。

２ 前項の規定による調査の報告を受けた植物防疫課長は、監査実施者及び監査対象機

関の関係者等に説明を求めることができる。

３ 植物防疫課長は、第１項及び第２項による調査を行った場合、遅滞なく局長に報告

するとともに、次の監査運営会議において報告する。

（局長の指示）

第１６ 局長は、監査の実施状況及び結果等を勘案し、必要があると認めるときは、植物

防疫課長又は植物防疫所長に対し、所要の指示を行うことができる。

（関係法令等の見直し）

第１７ 植物防疫課は、監査の結果について検討を加え、法令の改正その他業務に係る制

度の見直しの必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

（適用除外）

第１８ 第７の第３項の臨時監査については、第１１（様式２に係る部分に限る。）、第

１２（様式３に係る部分に限る。）及び第１３の規定を適用しないことができる。



別記様式１

監 査 実 施 計 画 書（ 年度）

植物防疫所

主題

基本方針

対象業務

監査主任者

対象機関 方法 実施期間 実施者 備考

注）

１ 「主題」欄は、当該年度の基本方針で定められた監査の主題を記載する。

２ 「対象業務」欄は、当該年度の基本方針で定められた監査の対象とする業務を記載

する。

３ 「対象機関」欄は、監査の対象とする機関名を記載する。

４ 「方法」欄は、書類監査、実地監査の区分を記載する。

５ 「実施期間」欄は、監査予定期間を記載する。

６ 「実施者」欄は、担当する監査実施者名を記載する。

７ 「備考」欄は、１～６以外でひるような事項を記載する。



別記様式２

措 置 指 示 書（ 年度監査関係）

番 号

年月日

措置機関の長あて 植物防疫所長

措置対象機関

監 査 項 目

監 査 結 果

指 示 内 容

措 置 区 分

措 置 期 限

注）

１ 「監査項目」欄は、監査の基準となる関係法令、通知等を記載する。

２ 「監査結果」蘭は、監査項目について確認の結果を記載する。

３ 「指示内容」欄は、監査の結果判明した改善措置等を要する内容を項目毎に具体的

かつ簡素に記載する。

４ 「措置区分」欄は、指示する措置の区分を記載する。

５ 措置の区分は次による。

（１）指導

故意又は重大な過失による以下の事項

ア 法令を適正に執行していないもの

イ 通達等内規に違反しているもの

（２）注意

故意又は重大な過失による事項以外の以下の事項

ア 法令を適正に執行していないもの

イ 通達等内規に違反しているもの

（３）改善

体制、規定の未整備等により、（１）及び（２）の自体を生ずるおそれがある状

況にあり、その改善が必要なもの。

（４）検討

ア 検討を重ねた上でなければ、改善策を決定できないもの

イ 他の事項との関連において、相当の準備を要するもの

６ 「措置期限」欄は、措置に要する期限を記載する。

７ 既往の措置指示事項で再指示を要するものについても記載する。



別記様式３

措 置 結 果 報 告 書

番 号

年月日

植物防疫所長長あて 措置対象機関の長

措置対象機関

監 査 項 目

措

監 査 結 果

置

指 示 内 容

の

前回指示が反

映されなかっ

た場合、その

指 理由

措 置 区 分

示

措 置 期 限

講 じ た 措 置

(又は措置予定)

注）

１ 「措置の指示」欄は、措置指示書（別記様式２）から転記する。

２ 「講じた措置(又は措置予定)」欄は、講じた措置の内容及び措置年月（又は講じる

予定の措置内容及び措置予定年月）を記載する。

３ 講じた措置の参考資料として、指導文書の写し等を添付する。



別記様式４

措 置 確 認 報 告 書

番 号

年月日

植物防疫所長あて 確認者名

措置対象機関

措

監 査 事 項

置

監 査 結 果

の

指 示 内 容

指

措 置 区 分

示

措 置 期 限

確 認 の 内 容 確 認 区 分

注）

１ 「措置の指示」欄等は、措置指示書（別記様式２）から転記する。

２ 「確認の内容」欄は、措置結果について、分析・評価した内容を記載する。

３ 確認区分は、次による

（１）措置済 指示に対する措置が適切であると認められる場合

（２）措置中 指示に対する措置を講じていたが、措置済みにまでは至らない場合

（３）その他 諸種の事情により指示に対する措置を講ずる必要がなくなったと認め

られる場合又は措置の実施が困難と認められる場合



別記様式５

監 査 報 告 書（ 年度）

植物防疫所

基本方針

監査実施の概要

指示内容 改善措置状況 備 考

措置事項

監査所見

注）

１ 「基本方針」欄は、当該年度の基本方針で定められた監査の主題等を記載する。

２ 「監査実施の概要」欄は、監査対象機関、監査方法、監査実施時期及び監査内容を

簡潔に記載する。なお、参考資料として、監査対象機関毎の監査概要が分かる資料を

添付すること。

３ 「措置事項」欄は、改善措置事項についての現状を記載する。

４ 「監査所見」欄は、監査監督者の総括的な評価、意見等を簡潔に記載する。
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